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出雲市における「障害」表記について 

出雲市では、平成２０年（2008）９月１日から、市が作成する文書等について、 

「障害」という言葉が「人」や「人の状況・状態」を表す場合は、「害」をひらがな表 

記し、「障がい」と表記することとしています。本計画においても、この取扱いに 

よりひらがな表記することを原則としています。 

なお、法令条例等や、団体、施設の名称等の固有名詞は、従来どおり「障害」 

と表記しています。 

 


